


専 決 処 分 書 

 

 

  

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定に基づき、議会の議決により指定

された市長の専決処分事項について、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 

  令和５年１２月１２日 

 

 

 

石垣市長 中 山 義 隆 

 

 

 

理 由 

  公用車での接触・物損事故に係る損害賠償の請求について、損害賠償の額を定める必要

がある。しかしながら、本来は速やかに専決処分すべき案件であったが、事務手続きに不

備があったことが判明したため、上記の期日で地方自治法第180条第１項の規定により、専

決処分する。 

 

 

 

  




